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 ◇◆西東京市交通安全計画の策定にあたって◇◆ 
 
都内の交通事故による死者数は、平成１７年に２８９人まで減少しましたが、負

傷者数は９万人を超えており、依然として都民の安全と安心を脅かしています。 
また、飲酒運転による悲惨な事故が報道され、その根絶が求められています。 
交通事故による被害者の方々またそのご家族の苦痛・悲しみは計り知れません。

そして、交通事故は被害者のみならず加害者の生活も悲惨なものにしています。 
西東京市内においても、平成１７年中の事故発生件数は 1,037 件でここ数年減

少傾向にありますが、さらに、市民の皆さまや関係機関と連携し、交通事故をなく

す取り組みを推進していかなければなりません。 
この度、西東京市では、交通事故のない安全で安心して暮らせる西東京市を実

現することを目的とし、「西東京市交通安全対策会議」において、今後５年間の西

東京市の交通安全対策の大綱となる「西東京市交通安全計画」を策定いたしまし

た。 
「西東京市交通安全計画」では、市内の交通事故の状況に対処するため、 
◇【高齢者の交通安全の確保】／【自転車の安全利用の推進】／【二輪車事故

の防止】を重点施策に定めるとともに、 
◇ 【道路交通環境の整備】／【交通安全意識の普及及び徹底】／【救助・救急 
体制の整備】／【被害者の支援】／【公共交通の安全確保】 
など、市及び関係機関が一体となって各種施策を計画しました。 
交通安全対策は、総合的な施策として展開することによって、効果が高まるため、

西東京市では、これら計画に対し積極的に取り組み、交通事故を減少させたいと

考えています。 
あわせて、市民の皆さまには、何よりも「交通事故にあわない。交通事故を起こ

さない。」という意識をお持ちいただき、交通ルールを守り、正しい交通マナーを習

慣付け、悲惨な交通事故の加害者にも被害者にもなることのないようお願いいたし

ます。 
市民の皆さまとともに、交通事故のない安全で安心して暮らせる「まち」を実現す

るために全力を尽くしたいと思います。 
     平成１９年３月 

西東京市交通安全対策会議会長 

西東京市長  坂 口 光 治 
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◇◆ 第1部  総論 ◇◆ 

  １  計画策定の考え方   

（１）  計画策定の主旨 

     都内の交通事故死者数や負傷者数は減少傾向にあります。しかし、この傾向を定着

させ交通事故による死傷者をゼロに近づけ、究極的には、交通事故がない社会を実現

することを目指す必要があります。 

     交通安全対策を効果的に推進するために、交通情勢の変化に適切に対応して、総合

的かつ計画的な対策を実施していく必要があり、人命尊重の理念に立って、交通事故の

ない市民が安全で安心して生活できる「まち」を実現することを目的に「西東京市交通安

全計画」を策定し、市及び関係機関そして市民の自助、共助の取組みが一体となって、

その施策を実施していくものです。 

 

（２）  計画の性格、期間 

ア  本計画は、交通安全対策基本法第26条第１項の規定により第８次東京都交通安 

      全計画に基づき作成するものです。 

イ  本計画は、市内における陸上交通の安全に関する施策を、総合的かつ計画的

に推進するための大綱です。 

ウ  本計画の期間は、平成１８年度から平成２２年度までの５か年です。 

 

  2  交通事故の状況と課題   

都内の交通事故による死者数は、平成８年に400人を割り300人台に減少し、平成１１年

まで続きました。平成１２年には400人台に増加しましたが、平成１３年以降は再び300人台

と減少し、平成１７年には289人まで減少しています。（第８次東京都交通安全計画＜交通

事故等の状況＞）市内におきましては、平成17年中の交通事故発生件数は1,037件で、平

成１６年の1,074件と比較し37件の減で、また、死傷者数につきましては、1,130人で平成１６

年の1,164人と比較し34人の減になっております。 

 

◇  高齢者の交通安全確保の必要性 

高齢者の交通事故を減少させるためには、高齢者の交通行動を踏まえた交通安

全対策を推進する必要があります。つまり、歩行者、自転車利用者及び自動車運転

者の各々の特性を捉えた高齢者安全対策が必要です。 
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◇  自転車の安全利用 

自転車台数は年々増加し、その利用層は幅広く、利用範囲も広がっています。しか

しながら自転車に関係した事故も増加しています。交通事故原因としては、信号無視、

安全不確認、夜間の無灯火走行など交通違反やマナーの低下があげられており、最

近では、死亡事故も発生するなどその対策が必要となります。 

 

 

◇  二輪車事故の防止 

都内の二輪車（原動機付自転車を含む。）乗車中の交通事故死者数は、平成１７年

に79人となり、この10年間では、はじめて100人未満となりましたが、依然として全死

者数の３割近くを占めています。二輪車の運転に関わる者、特に若年層に対する安

全運転意識の高揚及び運転技能の向上を図る対策が必要となります。 
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＜市内の交通事故の状況＞（交通事故白書：警視庁田無警察署・田無地区交通安全協会連合会資料）

 

交通事故発生状況 

発生件数 死傷者数（人） 
年別 

（件） 死 亡 重 傷 軽 傷 計 

平成16年 １，０７４ １ １２ １，１５１ １，１６４

平成17年 １，０３７ ３ ７ １，１２０ １，１３０

増 減 －３７ ＋２ －５ －３１ －３４

（％） －３．４％ ＋２００％ －４１．７％ －２．７％ －２．９％ 

子どもの交通事故 

平成16年 １０５ ０ ０ １２３ １２３

平成17年 １３４ ０ ０ １４０ １４０

増 減 ＋２９ ０ ０ ＋１７ ＋１７

（％） ＋２７．６％ ±０％ ±０％ ＋１３．８％ ＋１３．８％

高校生の交通事故 

平成16年 ５４ ０ ０ ５４ ５４

平成17年 ３５ ０ ０ ３５ ３５

増 減 －１９ ０ ０ -１９ －１９

（％） －３５．２％ ±０％ ±０％ －３５．２％ －３５．２％

高齢者の交通事故 

平成16年 ２３５ １ １ １５０ １５２

平成17年 ２１０ ２ ３ ２１５ ２２０

増 減 －２５ ＋１ ＋２ ＋６５ ＋６８

（％） －１０．６％ ＋１００％ ＋２００％ ＋４３．３％ ＋４４．７％

歩行者の交通事故 

平成16年 １３１ １ ３ １２５ １２９

平成17年 １５８ １ ２ １５２ １５５

増 減 ＋２７ ０ －１ ＋２７ ＋２６

（％） ＋２０．６％ ±０％ －３３．３％ ＋２１．６％ ＋２０．２％

自転車の交通事故 

平成16年 ５４３ ０ ５ ５０５ ５１０

平成17年 ５３６ １ ２ ５１０ ５１３

増 減 －７ +1 －３ ＋５ ＋３

（％） －１．３％ ＋１００％ －６０．０％ ＋１．０％ ＋０．６％ 

二輪車の交通事故 

平成16年 ２６４ ０ ４ ２１８ ２２２

平成17年 ２４３ ０ ３ ２４３ ２４６

増 減 －２１ ０ －１ ＋２５ ＋２４

（％） －８．０％ ±０％ －２５．０％ ＋１１．５％ ＋１０．８％
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  ３  交通安全施策の方向   

   交通事故をなくし、安全で安心なまちづくりをするため、重点施策及び施策の方向を定

め、交通事故の実態や状況に十分対応した各種交通安全対策を関係機関が連携して推進

します。 

 

（１）  重点施策 

ア  高齢者の交通安全の確保 

高齢者の運転免許保有人口は増加し、事故の危険性も高くなっています。また、

多くの高齢者の移動手段は、主に歩行又は自転車等の利用です。自動車事故や高

齢者の歩行中及び急速に増加している自転車運転中の事故を防止するため、歩道

等の道路交通環境を整備するとともに、地域ぐるみで高齢者に対する交通安全教

育を推進していきます。 

 

イ  自転車の安全利用の推進 

       急速に増加している自転車事故を防止し、また、歩道を暴走する自転車や駅周辺

にあふれる放置自転車等をなくすため、自転車利用者に対する交通安全教育・啓

発・キャンペーンなどの取り組みを推進し、交通ルールの遵守と運転マナーの向上

を図ります。 

 

ウ  二輪車事故の防止 

       都内でも全死者数の３割近くを占める二輪車乗車中の事故防止対策は、今後も

継続的に取り組まなければならない課題です。二輪車事故、無謀運転を防止する

ため、特に、若者に対する交通安全教育・啓発の充実を図るとともに、交通安全施

設の整備を総合的に推進します。 

 

（２）  交通安全施策の方向 

ア 道路交通環境を整備します。 
イ 交通安全意識の普及及び徹底を図ります。 
ウ 救助・救急体制の整備を図ります。 
エ 被害者支援の充実を図ります。 

オ 公共交通の安全確保を図ります。 
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  ４  計画の推進   

（１）  行政機関  

      本計画の趣旨及び定める施策を踏まえ、地域の交通情勢や市民の生活に対応し

たきめ細かな事業を実施するとともに、他の行政機関や交通関係団体等と連携して、

地域の実情に応じた効果的な交通安全対策を推進し、市民を交通事故から守ってい

きます。 

 

（２）  事業者・交通関係団体・ボランティア 

      市民を交通事故から守るうえで、事業者は大きな役割を果たしています。自動車等

を運行する事業者は、事業所を中心として、安全運転管理者、運行管理者等を通じた

交通安全教育を推進するなど、交通事故防止に努めることが求められています。 

      また、地域における各交通関係団体やボランティアは、市や警察署と連携して、主

体的に、あるいは相互に協力しながら、効果的な交通安全対策事業を進めていくこと

が求められています。 

 

（３）  市民 

      悲惨な交通事故を無くしていくためには、何よりも、市民一人ひとりが交通ルール

の遵守と正しいマナーの実践を習慣とすることです。 

      市民の皆さまも、ぜひ、本計画の担い手の一人となり、行政等と一緒になって交通

安全について考え、行動するとともに、自助、共助の取り組みを進めていくことが求め

られます。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第２部 講じようとする施策 

 

  

   

 

自転車教室（東小学校校庭） 
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◇◆第２部 講じようとする施策◇◆ 

 

  Ⅰ重点施策 

 

  第１章  高齢者の交通安全の確保   

１  道路交通環境の整備 

 都内では、高齢者の交通事故者数は、その８割以上が歩行中または、自転車

乗用中によるものなので、バリアフリー化された歩道の整備や高齢者に見やす

い標識など道路交通環境の整備に努めます。 

 

２  夜間・薄暮時の交通安全 

歩行者・自転車利用者双方の交通安全を図るため、薄暮時や夜間にスポーツ

リフレクターなどの反射材やシール式反射材の活用、外出時の目立つ色の服装

の着用について、広報啓発活動をします。 

 

３  交通安全意識の普及 

交通状況に応じて安全に道路等の通行するために必要な交通ルールや加齢

によって生じる身体機能の変化が及ぼす影響等、交通安全運動期間や「駅前放

置自転車クリーンキャンペーン」の展開時など機会をとらえ、高齢者を対象として

交通安全意識の啓発活動等を行います。 

 

４  利用しやすいバスの導入 

   高齢者や障害者をはじめ、だれもが利用しやすく、乗り降りしやすいノンステッ

プバス等の導入を進め、移動手段の充実を図ります。 
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  第２章  自転車の安全利用の推進   

１  自転車通行環境の整備 

自転車は、便利で手軽な交通手段として通勤、通学、買物などの日常生活に

利用されています。環境負荷の軽減、交通渋滞の緩和などの交通面だけでなく、

健康増進面からも効果が期待されています。 

    安全で安心できる自転車通行環境の整備を推進します。 

 

２  自転車利用者に対する交通安全教育  

   自転車乗用中の交通事故等、自転車に関係した事故が高い水準で推移する

状況にあります。また、自転車が歩行者に衝突し死傷させるなど、加害者になる

場合などの補償問題が近年大きく取り上げられております。 

   自転車利用のマナーの向上や、ルール遵守など啓発に取組みます。 

 

３  自転車駐車場の整備及び放置自転車対策の推進 

    駅前放置自転車の削減を図るため、自転車駐車場の整備を進めます。 

また、駅周辺の放置自転車を追放し、歩行者や緊急車両などの安全で円滑な通

行を確保するため、自転車利用者に対して、放置防止の広報、啓発及びその充

実強化を図ります。 

 

  第３章  二輪車事故の防止   

１  交差点・カーブ地点の改良 

   二輪車事故防止のためには、事故の起こりやすい交差点やカーブ地点の改

良を進めることが大切です。そのため、路面改良や道路照明の増灯、道路標識

等の整備を図ります。 

 

２  交通マナー意識の高揚と安全運転技術の向上 

    地域、職域等における運転講習会を積極的に開催し、交通関係団体と連携し、 

効率的な交通安全教育を推進します。若者に対しては暴走追放気運の高揚等

が必要です。二輪運転者については、実技教室を中心に交通安全指導を実施し、

交通安全意識の高揚と安全運転技術の向上を図ります。 
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Ⅱ分野別施策 

 

  第１章  道路交通環境の整備   

    交通安全の推進には、人と車が安全で円滑に通行できる道路や施設など道路

交通環境の整備が不可欠です。 

    そのため、道路の整備、交通安全施設の整備、安全・安心な生活道路の構築、

渋滞対策などの施策を推進します。 

   また、交通バリアフリー法（高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した

移動の円滑化の促進に関する法律）の施行を踏まえ、駅、公共施設、福祉施設の

周辺地区等を中心に、歩行空間のバリアフリー化を進めます。 

 

１  道路の整備 

（１）  歩道の整備 

       歩行者及び自転車利用者を自動車交通から分離し、道路交通の安全と円

滑化を図るため、歩道未整備区間や歩道幅員の狭い区間について、整備を

進めていきます。 

       また、交通バリアフリー法の施行も踏まえ、公共交通の旅客施設等とも連

携を図りながら、障害者や高齢者を含むだれもが安全かつ快適に通行でき

る歩行空間を確保するため、歩道のバリアフリー化をめざし、車椅子がすれ

違うことのできる広幅員歩道の整備、視覚障害者誘導用ブロックの設置、横

断歩道等切り下げ部における歩車道の段差の解消など、質の高い歩道の整

備を進めます。 

 

（２）  交差点の改良 

ア  交差点は、その形状が歩行者及び車両の安全と交通の円滑化を確保

するうえで非常に重要な要素であることから、右左折レーンの設置・隅切改

良などの整備を進めます。 

        また、交通渋滞箇所及び交通事故のおそれのある箇所についてゼブラ

導流帯の設置など交差点改良を進めます。 

イ  用地を取得して右折車線等の整備を行う「第2次交差点すいすいプラン」

として市内2箇所（保谷小前交差点、保谷新道交差点）が東京都の計画に

選定されています。 
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（３）  カーブ地点の改良 

   見通しの悪い曲線道路等の改良として、路面表示、道路照明、防護柵、道

路反射鏡、滑り止め舗装、視線誘導標の設置などの安全施設の整備を進め

ます。 

 

（４）  自転車通行環境の整備 

      自転車交通は、手軽な交通手段として通勤、通学、買い物などの日常生活

に利用されていますが、最近では、環境にやさしい乗り物としても自動車交通

から自転車交通への転換が促されています。 

      安全で安心できる自転車通行環境の整備を推進します。 

 

（５）  市街地の構造改善 
      道路、公園などの都市基盤を一体的に整備することにより地域の生活環境

と交通環境を改善していきます。 
 
２  交通安全施設の整備 

（１）  路面表示の整備 

      道路幅員の変更箇所、車道の縁線を示す必要がある区間等に、路面表示

（区画線、道路標示）の整備を進めます。 

 

（２）  道路標識等の整備 

道路利用者に対して、的確な情報提供がなされるよう、わかりやすく見やす

い道路標識の設置や汚損された標識の早急な回復作業を行うとともに、道路

標識の乱立を防止し体系的に整備します。 

   また、高齢者や身体障害者の円滑な通行を支援する案内標識の整備を進

めます。 

 
（３）  道路照明の整備 

   夜間の交通事故を防止するため、道路形態から危険度の高い交差点、横

断歩道等に道路照明を整備します。また、広幅員、高木の植樹などにより従

来の道路照明では満足な照度が得られにくい箇所についても、歩道交通の安

全性・快適性を高めるため道路照明の設置を進めます。 
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（４）  防護柵の整備 
       歩行者の無秩序な車道の横断を抑制して歩行者の横断事故を防止し、ま

た、車両の路外等への逸脱を防止し、車両乗員の傷害等を最小限にとどめる

とともに、副次的に運転者の視線を誘導するため、防護柵の整備を進めます。 
 
（５）  道路反射鏡 

      交差部等の見通し距離が不足している道路で、交通事故の発生のおそれ

があり、事故防止効果が認められる箇所に道路反射鏡の整備を進めます。 

 

（６）  その他 
      道路交通の安全と円滑を高めるため、その他各種施設の維持補修に努め

ます。 

 
３  道路利用の適正化 

（１）  道路調整会議 

      道路の無秩序な掘り返しを防止し、また、道路交通に著しい支障を及ぼさな

いため、道路工事調整会議において、工事の施工時期、施工方法等を十分に

協議し、道路工事を最小限度に抑えるよう調整します。 

 

(２)  道路占用及び道路使用の抑制 
      道路交通の安全と円滑を確保するため、工作物の設置・工事等の道路の

占用及び使用については、極力抑制する方針のもとに、適正な道路占用・道

路使用許可を行います。 

      また、道路パトロールを実施しながら、許可条件の遵守、保安施設の整備

等を指導徹底します。 

 
(３)  不法占用物件等の排除 

      交通事故の防止、歩行空間、都市景観の確保を図るため、パトロールによ

り不法占用物件の撤去等の是正指導を行います。 
 
４  駐車・駐輪施設の整備 
      違法な駐車・駐輪は交通渋滞の原因として都市交通の円滑化を妨げ、二輪

車の駐車車両への追突等交通事故の誘因、防災活動の際の障害となり、ま
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た、道路の有効利用等の面からも、その解決が課題となっております。 

（１）  駐車場の整備 

      駐車場法の一部改正に伴って、自動車に自動二輪車も含まれるようになり

ました。大規模店舗など自動二輪車の需要が多く見込まれる主要施設に対し

て自動二輪車駐車場の整備について要請等図っていきます。 

 
（２）  自転車駐車場の整備 

市内には５駅あり、駅周辺には、現在 26 か所の自転車駐車場があります。 
今後、ひばりヶ丘駅南口の都営亦六住宅跡地の開発事業に伴い、新たに

自転車駐車場の整備を図るなど、自転車駐車場の整備を進めます。 
 

５  その他 

（１）  通学路の安全点検 
      児童の新入学時期や、春の交通安全運動等の機会を捉えて、関係機関が

協力し、防犯対策も含めた通学路の安全点検を実施します。 
 
（２）  交通安全総点検の推進 

      地域住民や道路利用者が主体となって関係機関がともに道路環境の点検

を行うことにより、地域住民の交通安全活動への参加意欲を醸成するとともに、

｢誰もが安全に安心して利用できる道路交通環境づくり｣を図ります。 

 
（３）  道路の緑化推進 
  「人にやさしい道づくり」・「周辺環境との調和」などを踏まえ、道路交通の安

全と快適性を高めるとともに、避難道路としての安全性の向上・沿道の環境改

善を目的に道路の緑化を推進します。 
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  第２章  交通安全意識の普及及び徹底   

    交通安全の基本は、市民一人ひとりが交通ルールの遵守と正しい交通マナー

を身に付け、交通事故防止のため実践することです。 
    交通安全意識を社会のすみずみまで普及浸透させていくため、一人ひとりのラ

イフステージに応じた段階的、体系的な交通安全教育を推進します。 

また、家庭、学校、職域や地域社会における交通安全意識の高揚を図るととも

に、広報啓発活動の充実・強化に努めます。 

 

1  体系的な交通安全教育の推進 
（１）  幼児・児童・生徒に対する交通安全教育 

         幼児・児童・生徒を交通事故から守るには、日常の適切な指導と計画的 

組織的な交通安全教育を行う必要があります。 
      そのため、家庭・学校・地域社会・関係諸機関相互の有機的な連携を深 

めながら、交通安全教育の一層の整備と充実を図っていきます。 
 

ア  幼児期には、実践活動を通して、交通安全のきまりを理解させ、安全に

行動できる習慣や態度の育成に努めます。 
イ  小学生には、安全な走行、乗り物（自転車等）の利用、身近な交通安全

施設・交通規制などの理解を通して、安全な生活を営むことができる態度

や能力の育成に努めます。 
ウ  中学生には、歩行者としての安全な行動、自転車の正しい利用、交通

事情や交通法規、応急処置、交通災害防止等に関する基本的事項の理

解を深め、交通災害防止能力の育成に努めます。 
エ  高校生には、交通社会における良き社会人として、反社会的行為につ

いて理解させながら、必要な交通マナーを身に付けさせ、特に、自転車

や二輪車の安全な利用に関する意識の高揚と実践力の向上を図ります。 
オ  養護（特別支援19年4月1日以降）学校の児童・生徒には、その障害の

種別や状態及び発達段階に応じて、安全に関する基本的な事項につい

ての指導に努めます。 
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（２）  運転者に対する交通安全教育 
          地域、職域等における交通安全講習会を交通関係団体と連携しながら

開催し、効率的な交通安全教育を推進します。特に、二輪運転者について

は、二輪車実技教室を中心とした交通安全指導を実施し、安全意識の高

揚と安全運転技術の向上を図ります。 

 

（３）  身体障害者に対する交通安全教育 
身体障害者の安全な通行方法等について、関係機関・団体等と相互に

連携を図り、交通安全教育を推進し、交通安全意識の高揚を図ります。 

 

（４）  自転車利用者に対する交通安全教育  
   「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」を展開するなどして、自転車利

用者のルールの確立及びマナー向上のための啓発を行い、また、自転車

関係団体と連携しながら、自転車の安全利用を促進するキャンペーンなど

展開し自転車の点検整備・自転車の正しい利用を促進し、自転車事故の

防止を図ります。 

  
（５）  交通安全教育推進のための教材資料の充実 

         学校教育用教材の配布・交通安全啓発用ビデオの学校・民間団体へ貸

出しシステム等の充実を図ります。 
 
２  地域社会における交通安全意識の高揚 

（１）  交通安全協会を主体とした交通安全教育の推進 
         交通事故の防止をするため、組織の増強、活性化を図りながら、各種対

策を推進します。 

ア  子ども対策 

ａ  「交通安全親子の集い」等の参加・体験的行事を通して、未就学児

童の交通安全に関する習慣、態度、能力の育成指導を行います。 

ｂ  「交通少年団」の団員加入を促進するとともに、団体活動を通して、

子どもの交通安全意識の普及浸透を図ります。 

イ  若年者対策 

  関係機関と連携し、二輪実技講習会を実施するなどし、若者の交通安

全意識の高揚に努めます。 
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ウ  高齢者対策 

      高齢者の事故防止及び重大事故防止を目的に、「ミニ交通安全運動」

等において、交通事故多発交差点での、交通安全の啓発活動を行いま

す。 

エ  その他の対策 

        交通安全施設の整備点検、また、各種行事における、警備・交通整

理・誘導等の協力支援を通して、地域社会における交通安全意識の高揚

に努めます。 

 

（２）  家庭、学校、職域、地域における交通安全教育の推進 
ア  家庭においては 

          親が中心となって交通の身近な話題を取り上げ、家庭で交通安全に
ついて話し合いが行われるよう、各種の組織を通じて情報の提供を行い、

交通ルールと交通マナーの普及浸透を図ります。 
イ  小・中・高等学校等においては 
   教職員の方々のご協力を得ながら、それぞれの児童・生徒に応じた

交通安全教育活動を推進します。 
ウ  職域においては 

          事業所を中心とした各種安全運転講習会を実施するほか、安全運転
管理者、運行管理者等を通じ交通安全教育活動を推進します。 

エ  地域においては 
         交通安全意識を普及浸透させていくため、地域の交通安全組織を拡

大・充実させるとともに、その指導者の育成を図り、交通安全教育の計

画的な運用に努めます。 
         また、出前講座など市民との直接対話等により、交通安全の知識等の

啓発を図ります。 
 
（３）  地域ぐるみの交通安全運動の推進 

ア  交通安全運動 
          市民一人ひとりに交通安全思想の普及浸透を図り、交通ルールの遵 

守と正しい交通マナーの実践を習慣づけることにより、安全で快適な交

通社会の実現を目指して、春・秋の全国交通安全運動、年末のＴＯＫＹＯ

交通安全キャンペーンを実施します。運動の推進に当たっては、行政機
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関、交通関係団体、事業所と連携し、市民自身による道路交通環境の改

善に向けた取り組みを推進するなど、市民参加型の交通安全運動を展

開します。 
イ  飲酒運転の根絶 

          飲酒運転に起因する交通事故が後を絶ちません。飲酒運転による交
通事故は、重大事故につながる危険性が非常に高く、被害者及びその

家族、加害者側の家族等多くの人々を不幸にします。飲酒運転を許さな

い社会環境を構築するため、あらゆる機会を捉え飲酒運転の根絶を呼

びかけます。 
ウ  交通安全日 

          原則として毎月１０日を｢一日交通安全運動の日｣とし、交通実態に即
した地域、学校、職場ぐるみの交通安全活動を促進することにより、交

通安全思想の普及浸透に努めます。 
エ  暴走族追放強化期間 

暴走行為が本格化する前の夏期１か月間を暴走族追放強化月間とし、

暴走族追放気運の高揚、若者の交通安全マインドの向上等を促進し、

二輪車による事故防止を推進します。 
       
３  交通安全に関する広報啓発活動の充実・強化 

（１）  広報活動の実施 
       市民ひとり一人に交通安全意識の普及徹底を図り、交通安全行動の実践

を定着化させるため、市報、ホームページ、懸垂幕、ポスター等の広報媒体、

交通安全運動等の行事、各種会合等あらゆる機会を通じて効果的な広報活

動を推進します。 
 
（２）  交通安全運動・交通安全フェア等行事の充実 

       春・秋の全国交通安全運動、ＴＯＫＹＯ交通安全キャンペーン、交通安全フ
ェア等の内容の充実や改善を図り、交通安全意識のより一層の普及徹底に

努めます。 
 
（３）  シートベルト及びチャイルドシートの着用の推進 

      後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底の啓
発活動等に努めます。  
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４  学童交通擁護員の配置 
    学童交通擁護員を配置し、児童の登下校時の交通安全を確保しながら、運転

者・地域社会の交通安全意識の高揚を図ります。 
 
５  西東京市交通安全協力員の設置 
     市長が委嘱する交通安全協力員（各小学校２人の児童保護者の方）により、
広範な交通安全対策を推進します。 

 
６  放置自転車対策の推進 

     「自転車等の放置防止に関する条例」に基づき、関連機関が連携しながら、 
駅周辺等の放置禁止区域における、自転車・原動機付自転車利用者の指導・警 
告及び放置自転車等の移送撤去等適切に措置します。 

     道路や歩道に置かれた自転車等は、歩行者の通行を妨げるだけでなく、交通 

事故の原因や救急・防災活動の際の障害にもなります。だれもが快適な生活を 

おくれるよう、市民の皆さまには、通学・通勤・買い物等で自転車を利用する際は 

自転車駐車場を利用するよう呼びかけます。 

 

＜市内の放置自転車等の状況＞ 

放置自転車対策状況 17年度 16年度 15年度 14年度 

 ○撤去した自転車 10,495（台） 10,656（台） 11,341（台） 10,946（台）

 返還台数  6,055（台）  6,107（台）  6,463（台）  6,160（台）

 返還率   57.7%   57.3%   57.0%    56.3%

 ○撤去した原動機付自転車   180（台）  174（台）  181（台）   161（台）

 返還台数   154（台）  159（台）  155（台）   141（台）

 返還率   85.6%  91.4%   85.6%   87.6% 

 ◇合計 10,675（台） 10,830（台） 11,522（台） 11,107（台）

 返還台数  6,209（台）  6,266（台）  6,618（台）  6,301（台）

 返還率   58.2%   57.9%   57.4%   56.7% 

（都市整備部交通計画課・事務報告） 
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  第３章  救助・救急体制の整備   

交通事故による負傷者の尊い人命を救うため、高度な知識と専門的な救助・救急

技術を持った隊員の育成並びに車両、資器材の整備によって、救助・救急体制の充

実強化を図ります。 
 
１  救助・救急体制の充実 
     消防救助隊等による交通救助体制を充実強化します。 
 
＜事故発生時の対応＞ 

通常の交通事故 
 救急隊及び救助資器材を積載するポンプ隊が対応します。 

特異な交通事故等 
  救急隊及びポンプ隊のほか、高度な救助資器材を積載する特別救助隊及び消
防救助機動部隊（ハイパーレスキュー隊）等が、さらに、災害医療派遣チーム（東

京ＤＭＡＴ）も出場し、医師と消防隊とが連携し救命処置を行います。 
多数傷病者発生時 
 要救助者、負傷者の人数等、事故の規模に応じて、救助特別第１～第３出場、

救急特別第１～第４出場を指令して、消防救助機動部隊、特別救助隊及びスーパ

ーアンビュランス（１台で多数の傷病者を収容する特別救急車）等が出場します。 
 
＜平成１７年次  救助・救急の状況（西東京市内）＞ 

 救急活動内容 出動件数  救助活動内容 出動件数 

 急病 ５，０８５件   火災 ２件  

 交通事故 ９７８件   交通事故 ６４件  

 一般負傷 １，３００件   建物工作物 １１９件  

 その他 ７３２件   その他 １９件  

 
２  応急手当等の普及啓発の推進及び救急車の適正利用の促進 
     救急隊が到着するまでの間、現場に居合わせた人（バイスタンダー）によって
早期に適切な応急救護処置が行われるよう、市民に対して救命講習・応急手当

講習等を推進します。 
また、緊急性に係る相談や医療機関の案内サービスの充実を図る等、救急車

適正利用の促進に努めます。 
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３  救急医療機関の協力体制の確保 
     負傷者を迅速・円滑に医療機関へ収容するため、西東京救急業務連絡協議
会及び西東京市医師会等を通じて、地域医療機関との連携体制をより一層強化

します。 
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  第４章  被害者の支援   

交通事故に関する被害者等からの様々な相談に的確に対応することは、被害者の

支援に有益なことです。 

そのため、交通事故相談など交通事故被害者等に対する支援に努めます。 

 

1  交通事故相談業務の充実 
   交通事故に関連する様々な相談に応じるため、（財）日弁連交通事故相談センタ

ー東京支部からの派遣弁護士による無料市民相談を、田無・保谷庁舎それぞれの

市民相談室にて月１回実施するなど、交通事故被害者等からの相談に対応するた

め窓口を開設しています。 
 

<交通事故相談受付件数> 

年 度 17年度 16年度 15年度 14年度 13年度 

相談件数 139（件） 128（件） 193（件） 152（件） 137（件） 

（市民生活部生活文化課・事務報告） 

 
２  東京都市町村民交通災害共済への加入促進 
市民の交通災害に関し、適切な救済を行うことを目的として、東京市町村総合事

務組合と協定し、加入者が事故にあわれた場合には、見舞金、交通遺児年金が支

給される東京都市町村民交通災害共済を実施しています。制度につきましては、

市報等を通じ案内し加入促進のＰＲをしていきます。 
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  第５章  公共交通の安全確保   
公共交通は、利用者の常に高い信頼性を確保していく必要があります。 
また、公共交通の事故は、ひとたび発生するとその被害は甚大なものとなり、他の 
交通手段の代替利用など市民の交通行動にも重大な影響をもたらします。 
 そのため、交通環境の整備・安全な運行の確保を図ります。 
 
１  鉄軌道交通環境の整備 
（１）  利用しやすい駅施設等の整備 

障害者や高齢者をはじめ、だれもが容易に利用できる駅施設等の整備を

推進してきました。引続き未整備箇所について、整備を推進します。 
 
 
＜市内５駅の整備等概要＞ 

平成 17 年度 平成１8 年 10 月現在 
駅  名 

1 日平均乗降客 バリアフリー対策 駅前整備 

田 無 駅         ７３，７８３人 改札内外整備済 北口整備済 

西武柳沢駅         １７，２８２人 改札内外整備済 南口整備済 
東 伏 見 駅         ２３，６５９人 改札内外整備済 整備済 

ひばりヶ丘駅         ６６，０３３人 改札内整備済 

改札外整備済(南口) 
南口整備済 

保 谷 駅         ５２，９５４人 改札内外整備済  

 （北口）整備済 

   （南口）工事中 

合     計 ２３３，７１１人   

 
（２）  ホームでの安全確保 
ア  利用者の方への対策として 
視聴覚障害の方をはじめ、だれでも利用しやすい案内表示や誘導ブロッ 
クの整備 
イ  列車進入の注意喚起として 

列車接近自動放送装置や進入警報装置の設置 
ウ  万一線路へ転落した際の対策として 
   非常通報装置やホーム下避難場所、車両間転落防止用外ホロの整備 
以上を通じて、利用者の安全確保に努めます。  



 

- 26 - 

（３）  踏切道の安全を図るための措置 
       踏切保安施設の整備を推進します。また、踏切支障時における報知装置の 

操作の周知徹底を図るため、操作方法を記した立て看板の設置や、自動車教 
習所内において踏切の安全通行の啓発活動に努めます。 

＜市内の踏切の状況＞                         平成１８年１０月現在 

通 行 構 造 箇所数 

自動車可 踏切支障報知装置（押しボタン）設置 １７ 

 （うち踏切支障検知装置併設） （１６） 

歩行者のみ   ５ 

合計  ２２ 

 
（４）  踏切の改良 
      ボトルネックになっている踏切については、行政等関連機関と改良について

協議に努めます。 
（５）  地震対策 

安全輸送のため、早期地震警報システムの導入を図ります。 
 

２  路線バス交通環境の整備 
（１）  運行管理の充実 

      乗務員の安全運転確保のため対面点呼等の実施の強化など日常の取組

みはもとより、事業所による各種安全教育を実施するほか、運行管理者等の

資質及び安全意識の向上を図り、安全輸送の確保に努めます。 
 
＜市内５駅前からの乗車人数＞    

平成１７年度平日の平均乗車人数 
駅   名 

西武バス 関東バス 

田 無 駅             ７，８９６人  乗り入れなし  
西 武 柳 沢 駅             ３６６人  ３，７６４人  
東 伏 見 駅             ２４０人          ４０人  
ひ ば り ヶ 丘 駅             １６，０１１人  乗り入れなし  
保 谷 駅             ４，１８５人  ２７８人  

合  計 ２８，６９８人  ４，０８２人  
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（２）  利用しやすいバスの導入 
      高齢者や障害者をはじめ、だれもが乗り降りしやすいノンステップバス等の 

導入を進め、移動手段の充実を図ります。 
＜「移動円滑化構造基準／自動車」より抜粋＞  

（乗降口）  

 ①有効幅は、８０ｃｍ以上であること。 
 ②スロープ板その他の車いす使用者の乗降を円滑にする設備が備えられている 
 こと。   

（床面）  

 ③床面の地上面からの高さは、６５ｃｍ以下でなければならない。 

（車いすスペース）  

 ④車いすを固定することができる設備が備えられていること。 

（運行情報提供設備等） 
 ⑤自動車の前面、左側面及び後面に、自動車の行き先を見やすいように表示しな
ければならない。 

 
（３）  自動車排出ガスの抑制 

 信号待ち・交通渋滞等による停車（アイドリングストップの対象から除外される 
場合）に際して、手動でのエンジン停止を実行します。 
   また、東京都環境確保条例（略称）の施行に伴い粒子状物質減少装置（ＤＰＦ
等）の装着、天然ガス（ＣＮＧ）車の導入を促進します。 

 
（４）  公共交通の利用の促進 
   現在５ルートあるコミュニティバスについては、さらなる利便性の向上を図るた
め、見直しの検討を図ります。 

     現行の路線バスについては、バス接近表示や目的地までの所要時間を表示
するバスロケーションシステム等運行管理システムの導入により、公共車両であ

るバスの利用を促進します。 
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１  西東京市交通安全対策会議委員名簿 

２  計画の作成経過 

３  西東京市交通安全対策会議条例 

４  交通安全対策基本法抜粋 

５  交通事故統計 

６  田無警察署が実施する交通安全対策 
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１ 西東京市交通安全対策会議委員名簿 

 

                                   （平成 19 年３月現在） 

   部   署   氏   名 

1   西東京市長（会長） 坂口 光治 

2   西東京市助役 角田 知正 

3   東京都北多摩南部建設事務所長 石川  進 

4   警視庁田無警察署長 
中岡 利德 

岩下 眞一 

5   東京消防庁西東京消防署長 矢嶋 秀明 

6   西東京市交通安全協会長代行 清水 正二 

7   西東京市老人クラブ連合会長 田代 信一郎 

8   西東京市保谷身体障害者福祉協会長 村山 俊実 

9   西東京市立泉小学校長 中嶋 美沙子 

10   西東京市立田無第二中学校長 浅倉 隆壽  

11   西武鉄道㈱計画管理部長 福田 和昭 

12   西武バス㈱人事部長 富川  勉 

13   関東バス㈱運輸部部長 堀切 基文 

14   西東京市児童青少年部長 尾崎 正男 

15   西東京市学校教育部長 村野 正男 

16   西東京市都市整備部長 高根 和孝 

※警視庁田無警察署長 中岡 利德(～Ｈ19.2.25） 
                岩下 眞一（Ｈ19.2.26～） 
 



２ 計画の作成経過 
 

年 月 日   作成経過 

平成18年    

10月 中旬  西東京市交通安全対策会議委員の就任の依頼 
 

10月 ３１日  委員へ委嘱状の交付 

   第１回西東京市交通安全対策会議 

    ●作成方針、作成日程の説明、検討 

    ●交通事故状況の報告 

    ●施策の重点、施策の方向等計画骨子（案）の検討 

 １２月 １２日  第２回西東京市交通安全対策会議 

    ●講じようとする施策について計画骨子（案）の検討 

平成1９年  第３回西東京市交通安全対策会議 

１月 １２日   ●講じようとする施策について計画骨子（案）の検討 

    計画原案の整理 

    計画素案のとりまとめ～作成 

    １月下旬   西東京市交通安全対策会議委員へ計画素案の提示 

  ２月 １３日  第４回西東京市交通安全対策会議 

    ●計画素案の提示、検討 

 ２月 １6日  
 
～３月 2日  

市民へ意見募集 

    ３月 ２８日  第５回西東京市交通安全対策会議 

     ●市民意見・計画（案）の提示、検討 

 
 
 
 
 
 



  ３ 西東京市交通安全対策会議条例 
 
  （設置） 
第１条 交通安全対策基本法（昭和45年法律第110号）第18条第１項の規定に基づ

き、西東京市交通安全対策会議（以下「会議」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 西東京市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的

な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。 

 （組織） 

第３条 会議は、会長及び委員15人以内をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委

員が、その職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 東京都の職員         １人 

(2) 警視庁田無警察署の警察官   １人 

(3) 東京消防庁保谷消防署の職員  １人 

(4) 市の職員           ３人以内 

(5) その他市長が必要と認める者  ９人以内 

 （任期） 
第４条 前条第５項第５号の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補

欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。 

 （庶務） 

第５条 会議の庶務は、都市整備部交通計画課において処理する。 

 （議事等）  

第６条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な 

事項は、会長が会議に諮って定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



４ 交通安全対策基本法（昭和 45 年法律第 110 号）抜粋 
 

 （市町村交通安全対策会議） 

第18条第１項 

 市町村は、市町村交通安全計画を作成し、及びその実施を推進させるため、条例

で定めるところにより、市町村交通安全対策会議を置くことができる。 

 

 （市町村交通安全計画等） 

第26条第１項 

 市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通安全

計画を作成しなければならない。 

 

第３項 

 市町村交通安全計画は、次の各号に揚げる事項について定めるものとする。 

(1) 市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の

大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、市町村の区域における陸上交通の安全に関する

施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

 

第５項 

 市町村交通安全対策会議は、第１項の規定により市町村交通安全計画を作成した

ときは、すみやかに、これを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しな

ければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



５ 交通事故統計 
＜市内の交通事故の状況＞ 

（交通事故白書：警視庁田無警察署・田無地区交通安全協会連合会資料） 
交通事故発生状況 

発生件数 死傷者数（人） 
年別 

（件） 死 亡 重 傷 軽 傷 計 

平成13年 １，１０７ １ １４ １，２０３ １，２１８

   14年 １，１３２ ３ １６ １，２１９ １，２３８

   15年 １，１３２ ３ １７ １，２３８ １，２５８

子どもの交通事故 

平成13年 １０７ ０ ２ １２４ １２６

   14年 １０３ ０ ２ １１８ １２０

   15年 １１２ ０ ４ １２６ １３０

高校生の交通事故 

平成13年 ７０ ０ ０ ５９ ５９

   14年 ７８ ０ １ ６３ ６４

   15年 ６９ ０ １ ５３ ５４

高齢者の交通事故 

平成13年 １９１ ０ ４ １２５ １２９

   14年 ２０５ １ ３ １３１ １３５

   15年 ２３５ １ ２ １４０ １４３

歩行者の交通事故 

平成13年 1４２ ０ ３ １３７ １４０

   14年 １５５ ２ ４ １４９ １５５

   15年 １７５ １ ４ １６９ １７４

自転車の交通事故 

平成13年 ５０６ ０ ５ ４６５ ４７０

   14年 ５３１ ０ ５ ４６８ ４７３

   15年 ５４１ ２ ６ ４９２ ５００

二輪車の交通事故 

平成13年 ３０９ １ ５ ２３７ ２４３

   14年 ３１０ ０ １ ２３５ ２３６

   15年 ２９１ ０ ６ ２３０ ２３６

 

（参考）西東京市交通人口の推移（警視庁交通年鑑：警視庁交通部資料より） 

年 １７年 １６年 １５年 １４年 １３年 

人口（人） １９０，９４１ １８８，７９６ １８６，５８８ １８３，７６７ １８２，４９３

世帯数（世帯） ８２，９０５ ８１，５７６ ８０，２２１ ７８，５２８ ７７，６０２

運転免許保有者数（人） １０５，９５９ １０４，３３３ １０２，２７４ ９９，６７４ ９７，９１６

自動車保有台数（台）  

 乗用（普通・小・軽） ４９，４００ ４９，０３７ ４９，０８１ ４９，２１９ ４８，９７２

 貨物（普通・小・軽） ８，２７４ ８，３４１ ８，６７７ ８，９８６ ９，０７６

 特殊用途車 ９２８ ９８９ １，０８２ １，１７４ １，２０８

 自動ニ輪 ４，３６９ ４，２６０ ４，１３５ ４，１０８ ４，０５０

 原付（ミニカー含む） ７，８６９ ７，８８５ ７，９４２ ７，９４８ ８，０１５

 その他（バス・特殊車）          ３８７ ３８６ ３９４ ３９５ ２９８

 （合計）                   ７１，２２７ ７０，８９８ ７１，３１１ ７１，８３０ ７１，６１９



６ 田無警察署が実施する交通安全対策 
○道路交通環境整備対策 

目的 

 
 安全で快適な交通環境を実現するための施策であるとともに、有害環境の浄化など犯罪

抑止のためにも取り組むべきものである。  

対策の概要 

 対策Ⅰ  道路標識及び信号機等の点検整備 

 対策Ⅱ  張紙、貼札、のぼり旗等の路側不要物件の撤去 

 対策Ⅲ  道路工事、作業現場の視察指導 

推進地域 

 西東京市全体であるが、特にひばりが丘地区 

推進項目（施策）及び推進要領（活動） 

 ○ 道路環境整備の推進 

  ① 道路標識、標示の視認性の確認と規制内容の整合性と変更の必要性を確認

  
② 

 

道路標識及び信号機等に対する張紙、貼札について、積極的な取締りと、汚損され

た標識の早急な改復作業 

  
③ 道路工事、作業現場の視察を行い、許可条件違反、無許可道路使用の指導取締り

の実施 

○交通規制、管制対策 

目的 

 

法で定める一般的なルールのみでは、法の目的を実現することが困難な場合に特別の措

置として公安委員会が具体的個々の場所における交通の実態に応じ、信号機又は、道路標

識、標示の設置及び管理を手段として行う、交通ルールを設定する行政行為である。 

対策の概要 

 対策Ⅰ  一時停止規制の上申 

 対策Ⅱ  音響識信号機設置予定 

 対策Ⅲ  信号機設置上申 

推進地域 

 西東京市全域 

推進項目（施策）及び推進要領（活動） 

 交通規制、管制対策 

 

 
道路拡幅及び道路改良により、車両、歩行者の増加及び、流れ等の変化に応じ信号機

の上申をするものである。                                        

 
 
 



７ 平成１７年度西東京市内路線バス平日の運行回数、平均利用客数調書 

                  （平成１７年度運輸実績報告等より） 

系統 バスルート 運行回数 利用客数 会社等

◆ひばりヶ丘駅～田無駅区間    

境０３ ひばりヶ丘駅～谷戸～田無駅～武蔵境駅 往 127、復 125 ３，２６３

田４２ ひばりヶ丘駅～谷戸～田無駅 往 0、復 9 

境０４ ひばりヶ丘駅～ひばりヶ丘団地～田無駅～武蔵境駅 往 96、復 97 

田４３ ひばりヶ丘駅～ひばりヶ丘団地～田無駅 往 6、復 8 
２，４１７

境０５ 
ひばりヶ丘駅～団地西友小谷戸～田無駅～武蔵境
駅 

往 4、復 5 

田４２ ひばりヶ丘駅～団地西友小谷戸～田無駅 往 1、復 0 

３６
（深夜バス）

田４４ ひばりヶ丘駅～古河団地～田無駅 往 99、復 101 ４，９７７

鷹２２ ひばりヶ丘駅～ひばりヶ丘団地～田無駅～三鷹駅 往 50、復 50 ２，０５４

西武バス

 

◆田無駅（入口）を経由する路線   

吉６４ 吉祥寺駅～田無駅～花小金井駅 往 36、復 36 １，４０２

 文華女子中高前～田無駅～武蔵境駅 往 4、復 4 田４４に含む 

 文華女子中高前～古河団地～ひばりヶ丘駅 往 45、復 35 

 文華女子中高前～西原グリーンハイツ～田無駅 往 17、復 10 

 
西武バス

 

鷹０３ 三鷹駅～北裏～田無駅入口～田無橋場 往復 48 １，３８２

鷹０４ 三鷹駅～北裏～田無駅入口～田無橋場～六都科学館 花０９に含む（※）往復 8 休日のみ運行 
関東バス

◆ひばりヶ丘駅を起点とする路線   

ひ８１ ひばりヶ丘駅～南沢五丁目～滝山営業所 往 10、復 9 鷹２２に含む 

 ひばりヶ丘駅～古河団地～南沢五丁目 往 3、復 0 （深夜バス）１８

 
西武バス

 

◆東伏見駅を起点とする路線   

鷹１５ 東伏見駅北口～柳沢駅前～三鷹駅 往復１５ ７８０ 関東バス

◆保谷駅を起点とする路線   

境０２ 保谷駅～田無駅～武蔵境駅 往 17、復 17 

田４１ 保谷駅～保谷庁舎～武蔵境駅 往 21、復 21 
８９４

吉６３ 保谷駅～東伏見～吉祥寺駅 往 50、復 50 ２，０５４

吉６５ 保谷駅～武蔵関駅入口～吉祥寺駅 往 15、復 15 ４７４

鷹２１ 保谷駅～東伏見～三鷹駅 往 35、復 35 １，３２０

 保谷駅～富士町～西武車庫 往 5、復 4 ２３３

 保谷駅～東伏見駅北口～西武車庫 往復 10 

 
西武バス

 

鷹２１ 保谷駅～東伏見～三鷹駅 往復 18 ４５６ 関東バス

◆西武柳沢駅を起点とする路線   

鷹１３ 柳沢駅～三鷹駅 往復 131 ４，２７１

吉５３ 柳沢駅～吉祥寺駅 往 114、復 116 ４，２２５

吉５５ 柳沢駅～武蔵野市役所～吉祥寺駅 往復 30 １，１９９

 
 
関東バス

 
 

梅７０ 柳沢駅～田無駅入口～花小金井二～青梅車庫 
往 17（大和操車

所前１含）、復 15 
OD 調査・２９６ 都交通局

    



    

◆その他の路線   

境１２ 武蔵境駅～境橋～向台町五丁目 往 56、復 55 １，６９６

境１６ 武蔵境駅～小金井公園東口～花小金井駅南口 往復 25 ６５１

吉７３ 吉祥寺駅～成蹊学園～第五小～柳橋～向台町五丁目 往 88、復 89 ４，６６２

花０９ 花小金井～多摩六都科学館 往復 8 休日のみ運行

 
関東バス

 

◆はなバス   

保谷駅北口～青嵐台～東松ノ木～あらやしき公園

北～保谷駅北口 
左 40 

第 1Ｒ 

下保谷二丁目住宅西～東松ノ木～保谷駅北口 左３ 

７７７

東伏見駅北口～保谷駅～東伏見駅北口 右 20 

東伏見駅北口～保谷駅～東伏見駅 右 6 第２Ｒ 

東伏見駅北口～鳥久保～保谷庁舎 往 5、復 6 

５９８

田無駅～新町六丁目～東伏見駅  往 20、復 20 ５１２

田無駅～田無高校～田無駅 左 28 ４０４第３Ｒ 

東伏見駅～電通裏～東伏見駅 左 2 ３

西武バス

（市事業）

 

田無駅～多摩六都科学館 往 26、復 26 
第４Ｒ 

田無駅～芝久保運動場 往 4、復 4 
７３６

関東バス

(市事業)

ひばりが丘駅～保谷高校～ひばりヶ丘駅 右 13 
第５Ｒ 

ひばりが丘駅～如意輪寺～保谷庁舎 往 7、復 7 
４２２

西武バス

（市事業）

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 平成１９年３月 

西東京市交通安全計画 

 ◇編集 西東京市交通安全対策会議 

 ◇発行 西東京市都市整備部交通計画課 

  （西東京市交通安全対策会議事務局） 
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